防災士育成事業実施要綱

（目的）

第１条　この要綱は、財団法人県民ボランティア振興基金が災害ボランティア活動に関する人材育成の一環として実施する防災士育成事業の助成について必要な事項を定める。
（防災士）
第２条　ＮＰＯ法人日本防災士機構が防災士認証基準に基づいて、地域や職場における減災と防災力向上のための十分な意識・知識・技能を有する者と認め、認証した者を「防災士」という。
（助成対象者）

第３条　助成対象者は、この要綱施行後にＮＰＯ法人日本防災士機構が防災士として認証した長崎県内居住者とする。
（助成対象経費）

第４条　助成対象経費は、ＮＰＯ法人日本防災士機構が定める防災士認証登録申請料相当額とする。
（助成金の交付手続き）
第５条　助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付請求書（様式第１号）に関係書類を添付して、認証書交付の日から２ヶ月以内に財団法人県民ボランティア振興基金理事長（以下「理事長」という。）に提出しなければならない。
２　前項の助成金交付請求書に添付する関係書類は以下のとおりとする。
（１）ＮＰＯ法人日本防災士機構が発行する防災士認証書の写し
（２）自動車免許証、健康保険証等、本人及び本人の居住地を証明する書類の写し
（助成の条件）

第６条　助成金の交付を受けようとする者は、長崎県災害ボランティア連絡会の個人会員（入会費及び会費等は一切なし）として登録し、会の活動に協力するものとする。
（助成金の交付）
第７条　理事長は、前条の交付請求書を受理した場合は、すみやかに内容を審査し、適当と判断された場合は、交付請求者に対し助成金交付決定通知書（様式第２号）を交付するとともに、交付請求者が指定する銀行等、金融機関の預金口座に助成金を振り込むものとする。
２　理事長は、提出された交付請求書及び添付書類が適当でないと判断された場合は、助成金を交付しないことができる。この場合、交付請求者に対し不交付の理由を付した助成金不交付決定通知書（様式第３号）を交付するものとする。
附則　この要綱は、平成２１年９月１４日から施行する。

様式第１号（第５条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○○年度防災士育成事業助成金交付請求書

　金　　　　　　　　　　円

　防災士育成事業の助成金の交付を受けたいので、防災士育成事業実施要綱第５条の規定に基づき、交付されたく請求します。

年　　月　　日
　財団法人県民ボランティア振興基金理事長　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話　　　－　　　－　　　）
　　

（振込先）
	金融機関名
	

	支　店　名
	

	口座種別
	  普通　・　当座　　（いずれかに○をつける）

	口座番号
	

	（フリガナ）

口座名義人
	


　　　　　
添付書類　（１）ＮＰＯ法人日本防災士機構が発行する防災士認証書の写し

（２）自動車免許証、健康保険証等、本人及び本人の居住地を証明する書類の写し

様式第２号（第７条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○ボ振基第○○号

防災士育成事業助成金交付決定通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　　　年　　月　　日付けで請求のあった○○年度防災士育成事業助成金については、防災士育成事業実施要綱第７条第１項の規定により次のとおり交付することに決定したので通知します。
　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　財団法人県民ボランティア振興基金
理事長名　　　印　
記
　　交付決定額　　　金　　　　　　　　円　
様式第３号（第７条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○ボ振基第○○号

防災士育成事業助成金不交付決定通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　　　年　　月　　日付けで請求のあった○○年度防災士育成事業助成金については、防災士育成事業実施要綱第７条第２項の規定により交付しないことに決定したので通知します。

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　財団法人県民ボランティア振興基金

理事長名　　　印　

記

　　不交付の理由

